
 

議案第８１号  

 

 

令和５年度    八 女 市 国 民 健 康 保 険 事 業 費 特 別 会 計 補 正 予 算（第１号） 
 

 

 令和５年度八女市の国民健康保険事業費特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

（債務負担行為）  

 第１条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為

をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表 債務負担行為」による。  

 
 
          令和５年８月３０日提出  
 

                           八女市長  三田村  統  之  
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事　　　　　　　　　項 期　　間 限　　度　　額

国民健康保険事業費特別会計

第 １ 表　　　債　務　負　担　行　為

特 定 健 診 ・ 保 健 指 導 等 業 務 委 託 料 令和６年度 ２０，７５４千円
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